
命

,関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造(強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :燃料設備

系 統 名 :燃料取扱設備        イ

新燃料又は使用済燃料 を取扱 う機器

使漁済燃料ピットクレ■ン

要領書番号 :原規規収第 1707215号 01

牙感うb年 //月

原子力規制委
―
員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度文は漏えいに係る使用前検査

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査実施者  電気工作物検査官

自坪代デ9年 〃月父′日
杢  舅′♂ギうし?4手 ノ/月 2,日

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港 区六本本 1-9-9六 本本 フアース トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 2号機

原子力設備

燃料設備

燃料取扱設備

新燃料又は使用済燃料 を駁扱 う機器

使用済燃料 ピッ トクレーン 1個

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

ヅ等守チι冷

名僑れス

潅

9 検査結果 久



,r~、

関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機フ

構造く強度又は漏えいに係
′
る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷燕系統設備

系 統 名 :非常用炉心冷却設備

容器

燃料取替用水 タンク

要領書番 号 :原規規収第 1707215′ 号 04

令浄え年 十ヽ1月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査結果 免

9 検査実施者  電気工作物検査官

壌)花キえ官

自 令れ。花年
'1月至↑漁え年
'1月

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町 田ノ浦

高浜発 電所第 2号機

原子力設備

原 子炉冷却系統設備

非常用炉心冷却設備

容器・

燃料取替用水 タンク 一式

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

日

　

日

孝

ジ奥

毯

え友
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関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係 る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :非 常用炉 心冷却設備

イ   貯蔵槽

格納容器サンプ B一 A
F 格納容器サンプ B一 B

要領書番 号 :原規規収第 1707215号 05-1

0約え年 ∂、月

原子力規制委員会



使用前検査成績 書

1 発電所名   関西電力株 式会社 高浜発電所第 2号材4

2 検査 の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検査 申請 使用前検査 申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 262号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 293号 (平成 80年 9月 21日 )

関原発第 515号 (平成 31年 2月  6日 )

4 検査期 日 自/予 和え年″月27日
至今和 ぇ年伊月z7日

5 検査場所   塀浮義朔聰矮嗅会螺尋義理剖時上

関西電力株式会社 高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 2号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備
‐

非常用炉心冷却設備

貯蔵槽

格納容器サンプ B一 A l個

格納容器サンプ B一 B l個

7 判定基準 工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。          ｀

6 検査範囲

8 検査結果

9 検査実施者  電気工作物検査官

費

毯

髪

守

八

な
労



関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

i構造(―
!強度文は漏えいに係る

.使
用前検査成績書

∩

rみ

設 :備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :非常用炉心冷却講備

主配管

要領書番号 ,原規規収第 1707215号 06

令和元年 10月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係る使用前検套

3 検査 申請 使用前検査 申請番号

関原発第 151号 (平成 29年

関原発第 262号 (平成 39年

関原発第 293号 (平成 30年

関原発第 515号 (平成 31年

7月 21日 )

8月 20日 )

9月 21日 )

2月  6日 )

4 検査期 日

5 検査場所 原子力規制委員会原子力規制庁

東京者田港区六本木 1-9-9六 本木ファ●ス トビル

6 検査範囲 高浜発 電所 第 2号機

原 子力設備

原子炉冷却系統設備

非常用炉心冷却設備

、 主配管 一式

7 判定基準   工事が電気事業法に基づ き認 可 した工事計画に従 つて行 われた

ものであること。

自 令和

至 令和

元年 10月 24日

アE年 10月 24日

8 検査結果

9 検査実施者  電気 I作物検査官

碓

雑4
名鳩

１

一灰

・欣

施́

1

環境技官



関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 ‐統 名 :原子炉補機冷却海水設備

ろ過装置

海水ス トレーナ

要領書番号 :原規規収第 17o7215号 07

銘 2年 序角

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社 高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査 申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 262号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 293号 (平成 30年 9月 21日 )

関原発第 515号 (平成 31年 2月  o日 )

額監溢差彦′?善 こz少20年●河彦κa)
藍て患各舞 zkを ごzοえ沙卑 好Hク ロⅢ

白 静 2年
'月

2デ 日

至 峰 字年 ′先 と郷

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港 区六本木 1=9-9六 本木 ファ■ス トビル

高浜発 電所 第 2号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

原子炉補機冷却海水設備

ろ過装置

海水 ス トレーナ 4個

7 判定基準 工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

3 検査申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

8 検査実施者  電気工作物検査官 孝

9 検査結果 溢

ニ 切



(

1関
西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :原子炉補機冷却海水設備

原子炉補機冷却海水設備
―
 主配管

要領 書番号 :原規規収第 1707215号 08

代細 歩年 万月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

´`
3 検査 申請 使用前検査 申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月

関原発第 262号 (平成 30年 8月

関原発第 293号 (平成
.30年

9月

関原発第 515号 (平成 31年 2月

関原発第 619号 (2020年 3月

関原発第 24号 (2020年 4月

21日 )

20日 )

21日 )

6日 )

日

，

４

日

２

７

4 検査期 日 自 会純2年

至  会飛2年

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査実施者   電気工作物検査官

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港 区六本木 1-9-9本 本木 ファース トビル

関西電力株式会社高浜発電所          
―

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 2号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

原子炉補機冷却水設備

原子炉補機冷却海水設備

主配管 ―式

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

ア月 2。 日

ア月 力 日

ヱ迫考

9 検.査結果 盛



′― 、
l

関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :余熱除去設備

安全弁及び逃がし弁

要領書番号 :原規規収第 1707215号 03

令和 き年 γ 月

原子力規制委員会

r  i



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検査 申請

r⌒ I

使用前検査 申請番 号

関原発第 151号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 262号 (平成 3σ年 8月 26日 )

関原発第 298号 (平成 30年 9月 21日 )

.関原発第 515号 (平成 31年 2月 6日 )

関原発第 619号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 24号 (2020年 4月 7日 )

自  令和 ● 年 メ 月二五日

至  令和 や 年 夕 月ェ,日

.===":員
1喜

言

:▼

IHi,ラ
|:″ =i溜 ;き幸 i養す=:::言 II:i言言こFE:;:さ ,‐栃 :F:=≡ 子

茎
=,テ

!:'ヒ
|'t'i!=十

'i‖

甘1弓

'竜

F菖 i_                                       ・

関西 電力株式会社高浜発電所

福井 県大飯郡高浜町 円ノ浦

4 検査期 日

5 検査場所



6 検査範囲

7 判定基準

高浜発電所第 2号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

余熱除去設備

安全弁及び逃 し弁  2

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

8 検査実施者 : 電気工作物検査官 ｒ鮨

9 検査結果
1孜

個

篭 者二

ハ



関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造く強度又は漏 えいに係 る

使用前検査成績書

設 備 名 :放射線管理設備

原子炉格納施設

系 統  名 :生体遮へい装置

外部遮蔽

i  l  二次格納施設

鋼製格納容器

外周 コンク リー ト壁

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

要領1書番 号 :原規規収第 1707215号 12

鞣 nう 年 μ 月 、

原子力規制委員会



3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 262号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 293号 (平成 30年 9月 21日 )

関原発第 515号 (平成 31年 2月  6日 )

関原発第 619号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 24号 (2020年 4月  7日 )

関原発第 24号 (2020年 4月 30日 )

関原発第 294号 (2021年 8月  2日 )

自 椰 う 年 /ユ 月
イ
ス 日

圭 代霜ぅ年′2月 2耳

原子力規制委員会原子力規制庁        
―

東京都港 区六本木 l-9-9六 本木 ファース トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高操町田ノ浦

高浜発電所第 2号機

原 子力設備  、

放射線管理設備

生体遮へい装置

外部遮蔽 一式

原子炉格納施設

二次格納施設

鋼製格納容器

外周 コンク リー ト壁

1   
外部 しやへい建屋 (2次格納施設) 一式

工事が電気事業法に基づ き認可 した工事計画に従 つて行 われ た

ものであること。

7 判定基準



8 検査実施者   電気工作物検査官

,

9 検査結果 ≧

ェ 2ヽ券 幹



関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

会紳 2年 /◇ 月

原子力規制委員会

設 備 名 :原子炉格納施設

系 統 名 :原 子炉格納容器

。    原子炉格納容器配 管貫通部及び電気配線貫通都

電気配線貫通部

要領書番号 :原規規収第 1707215号 16

1



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査 の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検査 申請 使用前検査 申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月

関原発第 262号 (平成 30年 8月

関原発第 293号 (平成 30年 9月

関原発第 515号 (平成 3,1年 2月

関原発第 619号 (2020年 3月

関原発第 24号 (2020年 4月 7

21日 )

20日 )

21日 )

6日 )

24日 )

日 )

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範 囲

7 判定基準

8 検査結果

9 検査実施者  電気工作物検査官   主■ 種))弁

自 会春B2

至 会烈 2

年 け月 Zノ 日

年 rO月 27日

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港 区六本木 lT9-9六 本木 ファース トビル

高浜発電所第 2号機

原子力設備  i

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

電気配線貫通部  5個

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。                 ′

泳抑 2'4わ月1鰈)
辞   齋 ψ為略

2



関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

構造、強度又は漏えいに係る試験をす

ることができる状態になつた時、原子

炉に燃料を楽入することができる状態

になった時、(原子炉の臨界反応操作を

開始することができる状態になった時

及び工事の計画に係る全ての工事が完

了した時に係る使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1707215号 99

梯 と
~年

,9月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2 検査 の種類 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態に

なつたコ寺・、原子炉に燃料を装入することができる状態になつ

'た 時(原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態に

ならた時及び工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係

る使用前検査          :

3, 検査 申請 使用前検査申請番号

関原発第 151号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 262号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 293号 (平成 30年 9月 21日 )

関原発第 515号 (平成 31年 2月 6甲 )

関原発第 619号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 24号 (2020年 4月 7日 )

関原発第 24号 (2021年 4月 30日 )

関原発第 294号 (2021年 8月 2日 )

関原発第 216号 (9022年 7月 1日 )

畿磯 万;ゼ を々,析:」とす合′子魯)

盟蹴薪 Zr7そ 〔29za年 7虜 Zど 日)

4 検査期 日

5 検査場所

今″う 年′θ力/6周

めわぢ 年/υ 月/F日

自

至

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本木 1-9二 9六 本木 ファー ス トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町 田ノ浦

高浜発電所第 2号機

検査対象施設及び範囲は、認可された工事計画に記載された施設。

なお、検査 申請書に記載 された原子力設備の うち、個別の検査実

施票領書にて確認する検査項 目及び検査範囲を除く。

6 検査範 囲



7 判定基準

8 検査実施者及び検査結果

検査結果二
覧表 の とお り

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。



検 査 結 果 覧 表
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年4戸 F十 日
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揚 占年/ク月/ι 日

工事の工程

構造、強度又は漏えいに係

る試験をすることができる

状態になった時

原子炉に燃料を装入するこ

とができる状態にならた時

原子炉の臨界反応操作を開

始することができる状態に

なった時

工事の計画に係る全ての工

事が完了した時


